
消費者ホットライン「188（いやや）」をご利用ください

11　　KAMIKAWA　6 月号 KAMIKAWA　6 月号　　10

問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-３９１５

　消費者ホットライン１８８（局番なし）は、お近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内すること

により、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。

　「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」「お試し購入のはずが定期購入

契約になっていた」などの消費者トラブルで困っていませんか？

　また、「「新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので10万円を振り込むように」との不審な

電話がかかってきた」などの新型コロナウイルスに関連したトラブルや、「豪雨で雨漏りし修理してもらったが

さらにひどくなった」などの災害に関するトラブルで困っていませんか？

　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188（いや

や）」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

　犯罪被害を防止し、 安心して事業に専念できる環境づくりのため、 中小企業者等 （個人事業主や農家を

含む） が、 町内の事業所等 （田畑や農業用施設を含む） に防犯設備を購入 ・ 設置することに対し補助金を

交付します。

申請できる方　・町内で事業を営む中小企業者等で、今後も事業継続の意思があること

　　　　　　　　　　・町税等の滞納がないこと（徴収猶予の特例制度の適用を受けている方は除く。）

　　　　　　　　　　※他にもいくつか条件があります。詳細についてはホームページ等でご確認ください。

補助対象　次に掲げる費用の総額が5万円以上（消費税額を除く）のもの

　　　　　　　・防犯カメラ、ダミーカメラ、センサーライト、防犯ベル等機器の購入費

　　　　　　　・防犯設備の設置工事費　等

　　　　　　　※既存設備の撤去又は移設に要する費用、土地の造成費、保守点検費及び

　　　　　　　　 設備の維持管理に係る費用については、補助の対象となりませんのでご

　　　　　　　　 注意ください。

補助金額　補助対象の購入費・工事費（消費税額を除く）の3分の1（千円未満切り捨て）

              の額（上限5万円）

　申請書類の入手や詳細については町ホームページをご覧いただくか、商工観光担当までお問合せください。

町内の事業所等への防犯設備設置費を補助します
問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-３９１５

消費者庁　消費者ホットライン１８８

イメージキャラクター　「イヤヤン」

一人で悩まず、まずは相談

大切なのは、すぐに相談することです。

困ったときは、一人で抱え込まないで

消費者ホットライン「188（いやや）※局番なし」

までお電話を

『泣き寝入りは超いやや（188）！』で覚えてね

ふれあい農園（貸し農園）利用者募集
問合せ　経済観光課　農政担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-３９１５

利用期間　令和４年３月３１日（木）まで（１年毎の契約更新です。）

場所　神川町植竹地内（神川町役場東）

募集区画（区画面積）　４区画（１区画約７０㎡）

利用料金　１区画３，０００円

利用条件　①販売を目的としないこと。

　 　　　　　 ②建物や工作物を設置しないこと。　

　 　　　　　 ③その他、神川ふれあい農園利用心得による。

申込期間　６月１０日（木）～７月９日（金）

申込方法　印鑑・利用料金をお持ちのうえ、

　　　　　　　直接窓口までお越しください。

「冬桜の宿神泉」の指定管理者（第３期）を募集
問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-３９１５

　町では、公の施設の管理運営に指定管理者制度を導入しています。

　今回、「冬桜の宿神泉」について、管理運営していただける法人・団体を募集します。

指定管理者が行う業務　 ①施設等の利用に関する業務

 　　　　　　　　　　　　　　　　②施設等の利用に係る料金の収受に関する業務

　 　　　　　　　　　　　　　　　③施設等の維持管理に関する業務

 　　　　　　　　　　　　　　　　④管理運営上、町が特に必要と認める業務

指定期間　令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

応募対象者　茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県内のいずれかに事業所（本店または　　

　　　　　　　　 支店）もしくは営業所を有し、指定期間中安全かつ円滑に施設を管理運営できる法人または団

　　　　　　　　 体であること。

募集要項等の配布期間 　6月7日(月)～30日(水)（土・日・祝日を除く。）

 　　　　　　　　　　　　　　　　要項等は町のホームページからもダウンロードできます。

現地説明会　6月29日（火）午前10時より

申請の受付期間　7月21日(水)～29日(木)（土・日・祝日を除く。）

要項配布・申請書提出場所　経済観光課　商工観光担当　☎0495-77-0703

　 　　　　　　　　　　　　　　　　 申請書は、町のホームページからもダウンロードできます。

                                    申請書は直接窓口へご提出ください。　

【施設概要】 所在地 神川町大字矢納1431番地1

設置時期 平成16年4月1日

建物概要

構造:地上2階ひのき造、地下1階ＲＣ造

敷地面積：9,000.20㎡

延床面積：2,086.60㎡

施設内容：宿泊室13、会議室、研修室、レストラン、男女大浴場　など

町ホームページ

現地

町ホームページ


